
奈良市子ども未来部
子ども政策課

富雄保育園の今後の再編方針について

【 日時 】平成31年3月25日（月）
（1部）午後3時30分～
（2部）午後5時30分～

【 場所 】富雄保育園 リズム室
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① 奈良市の現状

背景 ○ 急激な少子化の進行

○ 教育・保育ニーズの多様化

課題 ○ 市立幼稚園の園児数の減少

○ 保育園の待機児童

○ 市立幼稚園、市立保育園の施設の老朽化

○ 人的な限界等によりサービスアップが困難

⇒ 適切な集団規模での教育・保育の実施

⇒ 希望される幼稚園利用、保育園利用ニーズを踏

まえた量の確保

⇒ 様々な教育・保育ニーズに応えることができる

よう施設の運営管理の改善

目標

対応方針

対応 ○奈良市幼保施設再編基本計画及び実施計画

⇒市立幼保施設の統合再編によるこども園化

⇒市立幼保施設の民間移管によるこども園化 １



① 奈良市の現状

本市では、「奈良市幼保再編基本計画」及び「奈良市幼保再編実
施計画」に基づいて、

●市立幼稚園と市立保育園を一体化
●民間活力を最大限に活用した民間移管

これらを２本柱として再編を計画的に進め、「認定こども園」へ
移行することにより、市立幼保施設が抱える課題を解決します。

市立幼保施設が抱える課題を解決することにより、市民の
皆様がこれからもずっと、「本当に安心して子どもを生み
育て、子育てに大きな喜びを感じることができる」環境
づくりを実現したいと考えています。

２

本市では、市立幼保施設が抱える課題を解決するため、
平成25年に計画を策定しました。

奈良市幼保再編基本・実施計画

(参考)平成31年４月時点の認定こども園数（予定）

・市立認定こども園設置数 … 19園
・私立認定こども園設置数 … 11園



② 「認定こども園」とは

保育を必要
としない

保育を必要
とする

給 食

延長利用

教育･保育

延長利用

給 食

３～５歳
就園児

０～２歳
就園児

未就園児
子育て相談や
親子登園等

教育・保育

教育・保育を
一体的に提供

地域における
子育て支援

長い歴史の中で、子どもや保護者と手を
たずさえながら培ってきた奈良市の教育・保育

再編による幼保一体化

３



４
[ 閉園 ] 

時間
保育を必要とする
０・１・２歳児

３・４・５歳児

長時間利用 短時間利用

[ 開園 ]  

登園

教育・保育

（共通利用）
保育

7：30

14：00 降園

17:00

18：30

午睡

保育

昼食（給食）

教育・保育

（共通利用）

昼食（給食）

保育

9：00

（午睡）

延長

利用

順次登園 順次登園

順次降園 順次降園

【共通利用時間】

３～５歳児については、
幼稚園的な利用や保育園
的な利用に関係なく、年
齢ごとに学級で活動し、
全員が一緒に遊んだり給
食を食べたりします。

[ ３号認定 ]

保育園的な利用の
0・１・2歳児

[ ２号認定 ]
保育園的
な利用

[ １号認定 ]
幼稚園的
な利用

※時間は
目安です。

② 「認定こども園」とは



☞ 3歳児以上は就労状況等に関わらず施設の利用が可能

１号認定利用･･･３歳児より入園が可能になります。また、入園後に就労等
を始めた場合でも、認定区分を変更することで継続して通
園できます。

２号認定利用･･･入園後に就労等を辞めた場合でも、認定区分を変更するこ
とで、継続して通園することが可能です。

幼稚園的な利用(１号認定)の場合でも、延長利用が利用可能で、給食の提供
も行われます。

☞ 預かり保育の拡大、給食の実施（1号認定）

☞ 子育て支援の充実

園に通っていないお子さんや保護者でも、未就園児親子登園や子育て相談
等の利用が可能です。

☞ 教育・保育環境の充実

移行を機に施設改修を実施し、環境改善を図ります。

５

② 「認定こども園」とは



③ これまでの取組状況と今後の取組方針
平成30年度現在、奈良市では奈良市幼保再編基本計画及び実施計画
に基づき、以下の民間移管・こども園移行に取り組んでいます。

６

[ 現状 ] [ 平成32年4月 ]

民間移管計画

鶴舞こども園

右京保育園

公私連携幼保連携型認定こども園

公私連携幼保連携型認定こども園

[ 現状 ] [ 平成31年4月 ]

市立こども園移行計画

辰市保育園

辰市幼稚園

伏見幼稚園

あやめ池幼稚園

学園南保育園

辰市こども園

伏見こども園

学園南こども園

※「公私連携幼保連携型認定こども園」とは
市町村の設備等を無償若しくは時価より低い対価で貸し付け、または譲渡することができるという、設置促進のための
移管先法人へのインセンティブを付与する一方で、民間移管後も協定に基づいた運営がされているか、市町村が監督指
導でき、教育･保育の質が担保できるという制度です。



④ 民間移管により変わること、変わらないこと

保育料は、条例等に基づいて市が決定していますので、市立と私立での違いはないことから、

民間に移管されることによって高くなることはありません。

また、教材費などの新たな保護者負担の導入については、移管先法人と保護者間の協議により

決定します。

保育料 変わりません

移管先法人に対し、十分な引継を行うことで、これまで地域や保護者のみなさんと築き上げて

きた園の行事や日々の教育・保育等を引き続き実施します。さらに、民間のノウハウや資源を

活用することで、延長保育の拡充など、保育サービスの充実を図ります。

教育・保育内容

園舎の増改築や建替えなど、法人による施設整備を行います。

施設

より充実します

７

より充実します



④ 民間移管により変わること、変わらないこと

運営主体は、奈良市から民間法人（社会福祉法人、学校法人）に移管しますが、締結する協定

に基づいて、十分な引継期間を設定し、移管後も定期的に指導・監査を行っていきます。

運営の主体 変わります

市職員である保育士等から、移管先法人の職員である保育士等に変わることになります。

ただし、園児への影響を考慮し、十分な引継期間を設定します。この期間においては、園児そ

れぞれの発達段階に応じ、移管後も継続的な教育・保育が行えるよう、個々の園児の様子など

の把握に努めるとともに、園児や保護者との信頼関係を構築できるよう、きめ細かく対応しな

がら、市と移管先法人による共同保育などを行っていきます。

保育士等の職員

８

変わります



⑤ 富雄･富雄第三中学校区の現状

上図のように富雄第三幼稚園の在園児数は年々減少傾向にあり、約10年
で半数以下に減少しています。また平成31年度にはさらに減少する見込
みで、今後は更に過小規模化が進む可能性も懸念されています。

富雄第三幼稚園の現状については次のとおりです。

課題

適正な集団規模での教育･保育を受けることが困難な状況

９

富雄第三幼稚園 在園児数



⑤ 富雄･富雄第三中学校区の現状

上図のように富雄･富雄第三中学校区の待機児童数は一定の水準で推移して
います。要因として保育ニーズの増大に施設の受入れが追いついていない
ことが考えられます。

富雄･富雄第三中学校区の保育ニーズの推移については次のとおりです。

課題

地域の保育ニーズに対応した施設環境･サービスの充実が必要

１０

富雄・富雄第三中学校区内　待機児童数



⑤ 富雄･富雄第三中学校区の現状

１１

上図のように両施設とも建設から相当の期間が経過しており、老
朽化が進んでいる状況で、充実した機能を揃えた本地域の中心と
なる施設が必要であると考えています。

富雄第三幼稚園及び富雄保育園の施設情報については次のとおりです。

奈良市
の考え

㎡ 階 造 年

㎡ 階 造 年

㎡ 階 造 年

㎡ ㎡ ㎡ 階 造 年

富雄第三

幼稚園

S52.3

4,126 ㎡

S55.3

S53.8

未

195 1 S

39

1,800 ㎡

483 1 S

135 1 S

施設名称 建築年月 敷地面積 園庭面積 延床面積

有

40 未

建物階数 構造 経過年数 耐震

42

富雄保育園 S57.2 3,492 1,000 870 2 RC 37 有

施設名称 建築年月 敷地面積 園庭面積 延床面積 建物階数 構造 経過年数 耐震

富雄第三幼稚園　施設概要

富雄保育園　施設概要



⑥ 富雄保育園･富雄第三幼稚園の具体的な再編取組方針(案)

再編取組方針(案)

１２

概要

・平成31年度：移管先法人 募 集 選 定
・平成32年度：富雄保育園 引 継 保 育
・平成33年度：富雄保育園 民 間 移 管
・平成34年度：富雄保育園 施 設 整 備
・平成35年度 富雄保育園 こども園移行

富雄第三幼稚園 統 合

富雄第三幼稚園 富雄第三幼稚園 富雄第三幼稚園

公私連携幼保連携型

認定こども園

富雄第三幼稚園

［平成31年度］ ［平成32年度］ ［平成34年度］［平成33年度］ ［平成35年度］

富雄保育園 富雄保育園 公私連携型保育所 公私連携型保育所

公公

公 公

公

私 私

公 私



⑥ 富雄保育園･富雄第三幼稚園の具体的な再編取組方針(案)

富雄保育園公

「公私連携施設」･「こども園」になると
◆公立の文化を色濃く残しながら、保護者の希望に基づき法人の

特色あるサービスを受けることができます。
◆民間活力の活用によって、より充実した施設整備や運営が期待

できます。(例：セキュリティの向上など)
◆3歳児以上については、就労状況に関わらず施設の利用が可能と

なり、入園後に就労等を辞めた場合にも在園を継続できます。

平成33年4月から私立
保育園として運営します。

１３

平成33年4月

◆平成31年度：法人募集及び選定
◆平成32年度：引継・共同保育

公私連携型保育所私

公私連携幼保連携型認定こども園私

◆平成34年度：施設整備

平成35年4月
富雄第三幼稚園公

平成35年4月

統合



⑥ 富雄保育園･富雄第三幼稚園の具体的な再編取組方針(案)

富雄保育園公

平成33年4月

公私連携型保育所私

公私連携幼保連携型認定こども園私

平成35年4月

富雄第三幼稚園公

平成35年4月

「公私連携施設」･「こども園」になると
◆公立の文化を色濃く残しながら、保護者の希望に基づき法人の

特色あるサービスを受けることができます。
◆民間活力の活用によって、より充実した施設整備や運営が期待で

きます。(例：セキュリティの向上など)
◆こども園移行に伴い3年保育が開始され、更に幼稚園的な利用の

園児（1号認定）の場合にも預かり保育の利用が可能となり、併
せて給食の提供が行われ、サービスがより充実します。 １４

平成35年4月からは
新しいこども園に通
っていただくことに
なります。なお、園
児募集については平
成34年度入園児分ま
で継続して行う予定
です。

統合



⑦ 民間移管までの具体的なスケジュール

民間移管に向けたスケジュールイメージ

民間移管に伴う園児への影響を最小限にするとともに、保護者の

不安を解消するため、慎重に取り組みを進めていきます。

１５

教
育
・
保
育
、
事
務
の
引
継

募
集
要
項
作
成

法
人
募
集
実
施

保護者説明会の継続実施

法
人
決
定

法
人
に
よ
る
保
護
者
説
明

三
者
協
議
会
設
置

引
継
計
画
策
定

三者協議会 ・ 保護者アンケート

引
継
開
始

共
同
保
育
（
移
管
3
ヶ
月
前
か
ら
）

H32年度 H33年度H31年度

公
私
連
携
型
保
育
所
と
し
て

民
間
移
管

市のフォロー

保護者アンケート・選定委員会開催

移
管
に
関
す
る
協
定
締
結



平成31年度の取組予定

● 移管先法人の選定

・移管先法人の選定にあたり、公平性・透明性・専門性を担保するため、

学識経験者等から構成される「奈良市幼保施設運営事業者選定委員会

を開催し、選定委員会の審査結果を基に、移管先法人を決定します。

（奈良市及び選定委員会の役割）

[募集要項の策定]

募集条件、選定条件等、募集要項の内容を決定します。

[保護者アンケート等の実施]

保護者アンケート等を実施し、募集要項や選定課程、移管後の運営に

できる限り反映できるよう取り組みます。

[応募法人の審査]

書類審査及びヒアリング審査のほか、応募法人が運営する幼保施設

の現地視察を行います。

１６

⑦ 民間移管までの具体的なスケジュール



⇒民間移管の取組を進めるにあたり、保護者アンケートを実施したいと考えています。

平成  年  月  日 

保護者の皆様へ 

奈良市 子ども政策課長 

 

 

 

 

〇アンケートの趣旨 

富雄保育園の移管先法人の選定にあたり、選定委員会及び応募法人へ保護者の思い 

を伝えるために実施させていただく重要なものです。 

そのため回答内容については、法人募集の際に保護者の声として資料にて公表させて 

いただきますので、ご了承ください。 

〇アンケートの実施期間 

  平成 31 年  月  日（ ）までに園に設置している回収箱へ投函または、裏面連絡先へ

FAX にて送信してください。 

  お忙しいところ恐縮ではございますが、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

1．園運営の継承について 

民間移管後の園運営について、富雄保育園での教育・保育内容を移管先法人に継承して

いただくため、保護者の皆様に、今後も大切にしてほしい事項についてご意見をお聞か

せください。 

  （例：手作りのおやつの提供・地域との連携など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
富雄保育園の民間移管に関する保護者アンケートについて 

― 募集要項等の作成にあたって ― 

 

2．新たな希望等について 

民間移管後の園運営について、富雄保育園の教育・保育を継承するとともに、さらによ

り良い運営を行っていくために、保育サービスの拡充など、移管先法人へ新たに期待や

希望されることについてご意見をお聞かせください。 

  （例：保育時間の延長、設備の充実 など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．その他に移管先法人の選定にあたってご意見があれば、ご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上になります。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

奈良市子ども未来部 

子ども政策課  

TEL：34-4792 

FAX：34-4798 

１７

⑦ 民間移管までの具体的なスケジュール



平成32年度の取組予定

１８

● 三者協議会の設置

・円滑に民間移管が行われるよう、移管先法人が決定次第、在園児保

護者代表、奈良市、移管先法人で構成する三者協議会を設置します。

・移管後の園運営の重要事項の決定については、この三者協議会にお

いて協議を行い、合意形成を図ります。

● 引継の計画策定と実施

・園児への影響が出ないよう、園児に関する健康・発育などの記録を

基に、一人ひとりの生活の様子などを移管先法人との共同保育によ

り引継を行います。

・市立で培ってきた教育・保育内容のほか、行事、保健衛生、安全対

策、地域との関係など施設運営全般についても引継を行います。

・引継を通じて、移管先法人職員に実際に園児と同じ経験を

していただくことで、普段の富雄保育園の園児の様子、地域との交

流及び園行事の様子など、富雄保育園の文化を移管先法人に、より

正確に継承し、併せて移管直後の園児の心理的負担を軽減します。

⑦ 民間移管までの具体的なスケジュール



平成33年度以降の取組予定

１９

● 市職員によるフォロー

・民間移管後においても、移管先法人と締結する協定を基に、市が一

定の関与を保ちますので、移管後についても引き続き、市職員が園

訪問し、協定の内容が守られているかどうかを確認するとともに、

必要に応じて助言や指導を行います。

● 保護者アンケート等の実施

・移管後、一定期間が経過した後に外部評価機関による第三者評価の

受審などを移管先に求めます。

・さらに保護者対象のアンケートも実施することにより、民間移管の

検証・評価を行い、後の施設運営に活かしていきます。

⑦ 民間移管までの具体的なスケジュール



⑧ まとめ
・富雄保育園は民間活力を活用し、より充実したサービスを提供するため、

平成33年4月から民間移管します。

・富雄第三幼稚園は、平成35年3月まで運営を継続し、平成35年4月から、
移管先法人の運営する富雄保育園と統合され、公私連携幼保連携型認定
こども園に移行します。

・富雄第三幼稚園の園児募集については平成34度入園分まで途切れること
なく行う予定です。また、過渡期にあたる平成34年4月入園の園児は１
年間は富雄第三幼稚園児として、1年間は移行した認定こども園の園児と
して生活することになります。

２０

[ 担当課 ] 奈良市 子ども政策課（市役所中央棟３階）

[ ＴＥＬ ] ３４－４７９２

[ ＦＡＸ ] ３４－４７９８

[ MAIL ] kodomoseisaku@city.nara.lg.jp

[ 幼保再編に関する市ホームページ ]
➣http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000000000000/

1366066836305/index.html

子ども政策課の問い合わせ先


